
Title 1840年代ドイツ語圏諸国の鉄道建設における経営上の
諸問題

Author(s) 鴋澤, 歩

Citation 大阪大学経済学. 2009, 59(3), p. 298-319

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/26562

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



December 2009Vol.59  No.3 大　阪　大　学　経　済　学

はじめに

〈本稿の目的〉
　本稿はドイツ語圏（19世紀当時のドイツ連邦
ならびにオーストリア帝国）における鉄道建設
の初期にあたる1840年代を中心に，設立されて
間もない諸鉄道経営体（主に私企業）がどのよ
うな経営上の問題に直面したか，またそれらに
どのような解決がはかられたかを明らかにしよ
うとする。
　Chandler（1971）が明示した「工業化初期に
おける大企業組織の先駆としての鉄道企業」と
いう関心を継承した鉄道史における組織論的な
研究は，1990年代以降，新たな展開を見せたと
いえる。Dunlavy（1994），Then（1993）（1997），
Mitchell（2000），山田（2001）などの経営史あ
るいは比較社会史的なモノグラフは必ずしも狭
い意味での「経済史」や成長論のフレームワー
クにあるものではない。しかしこれらが，成長
という動態的変化を制度論的に説明しようとす
る，いわゆる「制度と組織の経済史」として
受容されることは避け得ないであろう。上記
Chandler，Kocka（1987）といった先行研究に
より明示的にあった「産業革命」や持続的成長
を可能にするような経済組織への関心から，こ
れら後続の研究も自由ではないからである。

　しかし，ドイツ語圏鉄道業へのこうした問題
関心に明らかに先鞭をつけたKocka（1987）が
ドイツ鉄道業史研究の課題として提起した「本
社管理部門，部局，駅の管理部門の間の管轄の
境界，できるだけ効率的な部局構成，服務規律
と外勤における制服の意味，時間厳守・事務所
規制・ダイヤ・運賃率・危険防止・会計管理，
標準化された形式での定期的な報告，そして，
専門的な能力をもった職員に対する刺激」（263
‒264（邦訳140））といった当時国際的に共通し
たはずの（また，ある程度普遍的なものであろ
う）「鉄道に特有の管理問題」の解明は，これ
らの研究においてもなお十分になされているわ
けではない。
　鴋澤（2006）後半部では特に「専門的な能力
をもった職員」と彼らの構成する組織を主要な
観察対象にした。その調査結果は，初期鉄道建
設における鉄道技術者への社会的に高い需要，
プロイセン国家官僚制にとって「例外」である
べき雇用形態の活用，OJTの必要に対応した自
生的な内部労働市場の存在，などであった。こ
こから許される結論は，新産業である鉄道業運
営の現場においては，プロイセン国有鉄道など
の鉄道経営体が把握不可能であった「新」知識
が存在したこと，その体現者としての「職員」
を当時の社会的枠組を一部で逸脱した制度設計
によって「刺激」＝管理する必要が鉄道経営体
にはあったことである（鴋澤（2006），317）。
しかしここで本来は，それら職員が担った，鉄
道経営体にとって不確実なものである「知識」
とは，より具体的には何であったのかを把握し
なければならないはずであった。この点で結局，
上記のKocka（1987）の課題は十全に果たしき
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れていない。
　そこで本稿では，以下の作業によって，「鉄
道業の経営問題とは何か」，さらにそこから派
生する「それは如何に解決が図られたのか」と
いう 2 つの問題を考察する手がかりを提示した
いと考える。
〈本稿の作業・構成〉
　本稿においてはいくつかの限定を調査におい
て行なわざるを得なかった。1840年代（1850年
まで）という観察時期の限定と，主に「本社管
理部門」＝トップ・レベルの経営への観察対象
の限定である。今後の考察への「手がかり」を
得るという目的からは，作業の手順としてこう
した限定にも正当化が可能であると考えたい。
　本稿で提示する作業は大きくは 2 つに分けら
れる。
　「Ⅰ．1840年代半ばまでのドイツ語圏鉄道
企業の経営問題」では経営状態や経営をめぐ
る諸状況〈環境〉を，当時の代表的な専門誌

（Eisenbahnzeitung）記事の議論から確認する。
これにより，「鉄道業運営の〈特有の〉問題」
を一般的に明らかにする。
　「Ⅱ．1850年代初頭における鉄道経営体
のモデル」ではそれらの問題への対応が組
織的にどのように行われたかを探る。40
年代の鉄道業経営の全般的ノウハウ集と
いうべき「ハンドブック（必携）」である
J. Frank, Der Praktische Eisenbahnbeamte: Ein 
Handbuch für Verwaltungsräthe, Direktoren 
und Eisenbahnbeamte, sowie für solche, die es 
werden wollen, oder sich mit den bewährtesten 
Einrichtungen der Eisenbahnen vertraut zu machen 
beabsichtigen, Magdeburg, 1851の 記 述 に よ り，
鉄道業経営体のモデルを再構成し，40年代の「経
験」により得られた「問題」の通念をここでも
確認する。あわせて40年代の経営組織の実態と
上記モデルとの参照を行う。
　「まとめ」では，これらの作業結果を整理し，
若干の展望を試みる。

Ⅰ　 1840 年代半ばまでのドイツ語圏鉄道企業
の経営問題

　まず1840年代における鉄道企業のおかれた状
況を，同時代の観察にしたがって把握する。そ
の前提となる20世紀以降の視点からの1840年代
の鉄道史的位置づけは，以下の通りになろう。
　1835年の約 5 キロメートルの距離をつなぐ
ニュルンベルク・フュルト間鉄道の開通以来，
1830年代にはいわゆる「鉄道熱」と呼ばれる建
設ブームによって総延伸距離は（後のドイツ・
ライヒの領域内で）500キロに達した。1840年
代には延伸距離はこの10倍（約4800キロ）に達
し，急速な路線規模拡大がみられた（Fremdling,  
Federspiel and Kunz（eds.）（1995），2 ）。この間，
経営形態においてはプロイセン王国などで主流
を占める私鉄（鉄道企業）と，南ドイツ諸領邦
を中心とする国営鉄道との並存がみられた。全

「ドイツ」的な路線網の形成からみると，ゾン
バルトによれば1914年までのドイツ語圏におけ
る鉄道路線の建設は 4 期にわけられる。これに
従うと1840年代は「前段階：1835‒45年　比較
的緊密な関係にある隣接地域間（内）の連絡」

「骨格形成期：1845‒1860年　長距離路線の伸長
と諸地方の重要都市間の連絡により，F. リスト
のプランが実現」という 2 つの時期に属する（鴋
澤（2006），181）。
　45年にはバーデン国鉄の主要路線，ヴュルテ
ンベルク国鉄，NME（ニーダーシュレージェン・
マルク鉄道），CME（ケルン・ミンデン鉄道），
ザクセン・シュレージェン鉄道などの比較的長
距離の路線が開通している。一方で，1844年 5
月には鉄道投機の過熱に対してプロイセン政府
がストップをかけ，一時的な株式減価がみられ
た（Klee（1982），109）。46年には1838年プロ
イセン鉄道法の改正（政府の経営への介入の軽
減と同時に企業の負担軽減）を求める運動か
ら，企業間の協力が進められ，「ドイツ鉄道管
理協会」が成立（1847年）した（鴋澤（2006），
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123‒138）。こうした動きからは，1840年代なか
ばに鉄道業発達における最初の画期を見ること
ができるといえよう（Reichsverkehrsministerium 

（ed.）（1938），29‒30）。
　以下にあげる同時代の把握も上を裏打ちする
ものである。

　「ドイツの最主要の諸都市が鉄道連絡の利益
を享受できるようになるまで（1835年末から
1836年初頭以来―引用者中）さらに 5 年が必要
だった。1840年末までに公共輸送を開始したの
は，以下の10路線（ニュルンベルク・フュルト
鉄道，ベルリン・ポツダム鉄道，ブラウンシュ
ヴァイク・ヴォルケンビュッテル鉄道，ライプ
ツィヒ・ドレスデン鉄道，ヴィーン・ブリュン
鉄道，デュッセルドルフ・エアクラト鉄道，フ
ランクフルト・ガステル鉄道，マグデブルク・
ライプツィヒ鉄道，ミュンヘン・アウグスブル
ク鉄道―引用者）であった。これらは包括的な
鉄道網のばらばらの構成要素であったが，当時
その実現はまだ敢えて信じられるものではな
かった。（……）鉄道技術はなお幼年期を脱し
ていなかった。」　（K.（Klein）, （1845）, 221）

　 こ れ は1845年 6 月29日 付「 鉄 道 新 聞　
Eisenbahnzeitung（Eisenbahn Zeitung）」 巻 頭 記
事の認識である。同記事では続けて，上の事情
から1841年の経営状況も各鉄道で全般に思わし
くなかったが，現在これらは顕著に改善されて
いるとしている（221‒222）。
　「 鉄 道 新 聞　Eisenbahnzeitung（Eisenbahn 
Zeitung）」は1843年にブラウンシュバイクで

「技師 Ingenieur」であるK.v.Etzel（1812‒65），
L.v.Klein（1813‒81）らの編集で発刊された鉄
道業関係者むけの週刊誌であり，44年にヴュル
テンベルク国鉄の援助を仰ぎ，47年からはドイ
ツ鉄道管理協会が公式スポンサーとなった。こ
の「鉄道新聞（以下“EZ”と略称）」には発刊
当初より「技術的・管理的な経営」に関する論

稿の掲載が謳われており，1840年代における
鉄道経営についての関係者（「技師と運行職員
Ingenieur und Betriebsbeamten」）の関心と認識
をこれらにより把握することができる。勿論，
EZ記事はその全てが一定の論調で統一されて
いるわけではない。端的には，誌上で正反対の
立場からの論争も展開された（「路線建設失敗
の原因は何か＝責任は誰にあるのか」をめぐる，
機械技師と建築技師の論争（鴋澤（2006），215
‒216））。本稿でも，特定の（あるいは現在的な）
立場によりそれらの議論の是非を先決し，記事
の取捨選択を行なうことは避けなければならな
い。しかし，相異なる立論においても「何が問
題であるのか」という認識の共有がそこにはあ
ったはずであり，したがって「当時何が問題と
されたのか」という鳥瞰的な把握はそこから可
能である。そこで以下では40年代なかば（43‒
45年）のEZ記事を利用し，整理を試みたい。
　1840年代なかばという画期におけるドイツ語
圏の鉄道業経営のおかれた状況を総括的に論じ
たものとして，以下がある（大意）。

　「鉄道業がドイツにおいて発達段階に入」っ
た1840年代はじめ（1842年）においては，各地
の鉄道企業経営は既存路線においては「大変活
気のある交通Verkehrが享受され，部分的には
大変よい業績lohnende Ergebnisse も出ている」
が，当初の期待ほどの好業績をあげていない鉄
道もある。そうした鉄道に対しては，追って政
府による支援と他の路線との連結がなされるこ
とによって経営業績の改善と当初期待の実現が
望まれよう（Beil（1843），65）。

　政府による関与が鉄道企業の収益性上昇に
とっての鍵であるという認識は，具体的には多
額の費用を要する路線建設の国家費用による引
き受けを望むものであった（K（Klein），（1845）
222）。一方でドイツ語圏の鉄道業の経営状況好
調・収益性の持続的上昇が観察された1845年に
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おいてもこれが主張された。しかし「国民経済
的・国利的のみならず財政的顧慮からも（まさ
に鉄道の高収益の「そのゆえに」―引用者）な
お実現可能」とされた国費による路線建設は，
これ以降南ドイツの領邦などで国有私営鉄道と
して実現したものの，とりわけプロイセン王国
においては進捗をみなかった。このことは，鉄
道の収益性を高める第二の手段である「他路線
との連絡」から「プロイセンひいては全『ドイ
ツ』の包括的な鉄道網の建設をめざす「ドイツ
鉄道管理協会」の成立へ」，というその後の鉄
道企業の行動方向を規定したといえる。
　収益増とは支出の削減または／ならびに収入
の増加であるから，ここでは要するに初期投資
支出の削減と輸送増による売り上げ収入増加の
双方，或いはどちらかが期待されたわけであ
る。1840年代はじめにおいて国費による路線建
設と他路線への連結がとりあえずなお現実的で
はなかったとすれば，収益増のために鉄道企業
がとった対応とはいかなるものであっただろう
か。またそこにいかなる問題が生じていたであ
ろうか。経営の観点からそれをより具体的に明
らかにできる記事の記述を以下に追うことにし
よう。
　創刊年1843年のEZでは，掲載順に以下の記
事がみられた。
 6 ‒ 7 号では，当時の代表的な評論紙「一般
新聞Allgemeine Zeitung」（1797年発刊）から，
約7000語弱の記事『ドイツの鉄道システム』
を転載した（“Das deutsche Eisenbahnsystem”，

（1843））。そこにおいては，「鉄路と蒸気機関車
の大発明が諸国民と諸政府を等しく不意打ちに
驚かせ」（42）て以降のドイツ語圏での初期鉄
道建設における問題を，機械設備類を含む路線
建設において採用される建設システムに集約し
て論じている。以下大意を追う。鉄道建設・開
業における主体は「有能な技術者，金融業者，
国民経済学者，行政官，そして商業者」であり，
これらはどこの国にもストックがある。しかし

必要な知識は当初各人に分散している（「文書
庫の文書が様々に異なった仕切りに収まってい
るように，実にさまざまな頭にそれらの知識は
ある」）ので，長年にわたる実習Übungと経験
のみが各部門に精通し，いかなる場合も状況に
応じて最善の策を見出し，選択し，正しく実行
に移す知力の持ち主たちIntelligenzenを育てる。
したがって，「当初は技術が最もモノをいうこ
とになった」が，それは「すぐに技術的ドグマ
eine technische Dogmatik」となり，鉄道建設の
進行を阻害する事態となる。すなわち技術者の
持つデータが上記の他の鉄道関係者に路線確定
や建設方法について指示することにならざるを
得ないので，技術的完成度の高さが計画におい
て最優先されがちである。すでにその実例は，
フランス（「道路橋梁局が技術的ソルボンヌと
なった」ため，「私的企業の精神が衰弱する結
果となった」）と英国（「高名な技術者がそう
した地位にある」ため，「建設費用の浪費」の
｢限られた効果しかなかった｣）に見られる。ド
イツでは部分的に英国の権威が志向されてお
り，やはりうまくことが運んでいない。（以上，
42）プロイセン王国などでも路線計画の失敗か
ら工事の停滞がみられ，「北米で実地の経験を
積んだ技術者」への交代によってはじめて事態
が打開された。彼はわずか18 ヶ月で「我々に
間違いがなければ12マイルの路線」を，営業初
年度で採算があい，株主に相当の利益をもたら
すような比較的限られた費用でつくりあげた。

「類推されるように，その有能な人物にとって
は，自然の難関に対するほうが，技術的官僚主
義の困難を打破するよりもはるかに小さな苦労
であった。」（43）この事例は，1842年10月に開
通したベルリン・フランクフルト鉄道（ただし
営業路線は10.75プロイセンマイル（Statut der 
Berlin-Frankfurter Eisenbahn-Gesellschaft，1841，
9 ））と技師Ch. F. Zimpel（1801‒1879）のもの
であろう（Helmstädter （1990）参照）。ここか
ら記事は，英国式の高コストの建設計画によっ
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て建設費の計画超過がしばしば起きていること
を指摘し，鉄道の主目的は技術者個人の功名心
を満足させることではなく，「所与の環境にお
いてできるだけ低い費用で最大の商業的・金融
的・国民経済的効果をもたらすこと」（44）で
あるから，技術的完成度を（功名心に駆られた
技術者が）ドグマ的かつ硬直的に追う英国式シ
ステムではなく，状況に柔軟に対応するアメリ
カ・システム（北米式システム）を路線建設に
おいて導入するべきだと主張する。「ここでは
じめて我々はこの問いに答えよう。すなわち，
アメリカ・システムとはなにか？　それは要す
るに，システムなきシステムなのである。」（53）
　40年代のドイツ語圏においては，プロイセン
王国の技術官僚を中心とする技術者のネット
ワークないしコミュニティが次第に強固にな
りつつあった。技術官僚・数学者A. L.  Crelle
は，技術的完成度と長期的経営の観点から英国
式システムの導入を「30年代末から」強く主
張していた（Dunlavy（1994），225）。プロイセ
ン王国アカデミー会員であるCrelleの影響力は
強く，主宰する雑誌「建築術雑誌Journal für die 
Baukunst」購読者であるプロイセン技術官吏を
中心とする鉄道技術者のコミュニティには（遅
くとも）40年代初頭にはアメリカ・システム導
入を非とするコンセンサスができあがってい
た（Dunlavy（1994），222）。Crelle自身が実際
に建設計画に携わったベルリン・フランクフル
ト鉄道の最初の計画書においても，「Ⅱ　計画
の技術的側面」「第 2 節　鉄道建設」の第35項
でとくに「アメリカ式建設法 Die amerikanische 
Constructionsart」に触れている。すなわち，「弱
い，木製の，長々と桁に固定されたレールによ
る鉄道のアメリカ式建設法がドイツに不適合で
あり勧められないことは，先刻すでにあまねく
知れ渡っている。建築術雑誌やポツダム鉄道で
の諸経験から私は，より近しくかつ専門的に，
この種の建法が英国式またはベルギー式の強固
なレールによるそれに劣ることをすでに」知っ

ているとし，1836年という鉄道建設初期におい
て「アメリカ式」否定の議論を展開している。
その論拠は木製レールや木製長桁の保久性の
不足による頻繁な（「 5 ， 6 年で交換しなけれ
ばならない」）交換からくるコスト高であった

（Crelle（1836），61）。（なお上記のとおりベル
リン・フランクフルト鉄道建設では結局Zimpel
により路線計画が変更され，「アメリカ・シス
テム」が全面的に導入された（Die Direktion der 
Berlin-Frankfurter Eisenbahngesellschaft,（1842），

“Die deutschen Eisenbahn im Jahre” （1844））
　しかし，これと同じ時期なお，営業の観点か
らは別の意見が提示され得たのであった。
　1843年は「1842年度末における鉄道の状況と
業績」と題するJ. A. Beilによる記事（Beil（1843））
が連載され，第 9 号以降は「ドイツの諸鉄道」
として総説と各路線の業績評価が行なわれた

（この部分，約 2 万語。連載 2 回分）
　総説では上記の通りドイツの鉄道業が「発達
段階Stufe der Ausbildung」に入り，鉄道網建設
と鉄道経営への一般的な法的指示が整備される
ことが望ましいとしたうえで，顧慮すべき「鉄
道業務Eisenbahndienstについてありうべき危
険」として，次の要素を挙げている。すなわち

「時として大きな保全・営業費用，諸理論の未
成熟からくるシステムの多様性」であるが，こ
れらは時間をかけた経験によって営業規定が制
定され，一般的育成にとって何が肝要であるか
をそこに示すことができれば，解決ないし緩和
できるであろうとしている。路線建設システム
を含む，システムの選択の問題がここでも言及
されているが，こうした初期の状況下で各鉄道
の業績（事業概要，収入・支出）についての評
価はそれぞれ以下のとおりであった（ただし私
企業に限り，マンハイム・ハイデルベルク鉄道，
バーデン国鉄，ヴュルテンベルク国鉄，ハノー
ファー国鉄を除く）。
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ライン鉄道
　ベルギー諸鉄道への近接を，期待されたほど
これまで生かせていない（適正な路線間距離に
ついての議論はこの場では避ける）。この路線
に200万ターラーの値がついていることは考量
に足る。政府Regierungは既に緊急事態には介
入しているが，この件に関しても保護を及ぼし，
この企業を益するのに最も適した手段・方法は
何かを審査することに乗り出すようになるべき
であろう（Beil（1843）（以下同）65-66）。
デュッセルドルフ・エルバーフェルト鉄道
　ライン鉄道と同様に何らかの補助が必要。路
線用地工事の費用が嵩み，設備費用と合わせて
全経費は42年度末で182万1610ターラー。これ
に対して収入は12万9645ターラーであった。貨
物運輸が期待したほど伸びず，43年度業績回復
のために人員運賃を上げ，Bohwinkle鉄道の建
設を急ぎ，石炭輸送の拡大が図られるべきであ
る（66）。
タヌス鉄道
　業績好調で，41年度を旅客数・収入ともに上
回る。金融状況をさらに改善するには北部や南
部ではダルムシュタットを越えてスイスまでの
延伸が行なわれればよいが，他の路線（を敷設
すべきか否か）の判断尺度は無いうえに，望ま
しい路線状況や現在の好況も大きな犠牲の上に
あるものである（66‒67）。
ハンブルク・ベルクドルフ鉄道
　42年末開通直後のため，事業の成功を確定す
るには時間を要する（76）。
マグデブルク・ライプツィヒ鉄道
　比較的大規模な経営の全方面に取締役
Dirigentenの有能が認められる優れた企業であ
り，Costennoble氏が他に相当の例が少ない営業
取締役Betriebs-Dirigentenの役職にある。輸送は
きわめて活発（76‒77）。
ライプツィヒ・ドレスデン鉄道
　ドイツの鉄道中最も輝かしい地位を占め，
その経営と設備は模範となる。公共性もきわ

めて高い。多くの困難と戦ってきたこの企業
は，取締役DirigentであるHarkort氏と営業代表
BetriebsbevollmächtigenであるBusse氏によって
代表される。支出項目として営業費用を計上し
ているが，その中に株式・優先債の配当・利子
支払いや営業税を項目として欠いているであろ
う。将来のプラハ・ドレスデン間路線の全通に
より，これまでの苦い経験をそこに生かし，こ
の鉄道の本来的な収益が生ずるであろう（77）。
ライプツィヒ・アレンブルク鉄道
　開通まもなく，評価は時期尚早。機械設備な
らびにレール・枕木に強固な資材を導入してい
ることは賢明であろう。42‒45ポンドのレール
やもみ材の枕木からは思わしくない結果しか期
待できないからである（77）。
ベルリン・アンハルト鉄道
　業務監督がきわめて厳密に行われている。
128台中28台の客車をマグデブルク（鉄道）会
社と共有し，貨物車227台中79台を共有（77‒
78）。
ベルリン・ポツダム鉄道
　理事会からは配当を制限する一方で発行額を
増加することで準備金を得るという提議が出さ
れたが，役員会で認められなかった。この議決
は企業と株主の利益にならないと考えられる。
準備金の増額はそれだけで浪費を回避し，予期
できない支出にさいして配当支払いを軽減ない
し中止するという経営統治Administrationの成
功の目印となるものである。今回は準備金自体
はまだ問題ではないので，それだけに理事会の
提案が取りやめられるべきではなかった。一方，
取締役の規律のある経営により節約が実現して
いるが，節約自体には限界があり，より大きな
産業企業においては強調されるべきものではな
い。理事会は旅客運賃の他社並みの値上げを提
議しているが，本来の業績に応じた 7 ％程度の
高配当を拒絶している企業においては，公衆に
対して公共交通の改善がなされなければならな
いのではないか（78）。
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ベルリン・シュテティン鉄道
　経営を改善するためには，旅客輸送・物流に
おいて高い利益を上げなければならない。事故
時に掲げる信号旗を各客車に常備しているのは
無意味である（78‒79）。
ベルリン・フランクフルト（a.O）鉄道
　着工から 1 年 4 ヶ月という短期間で工事が終
了し，建設費用も予算内に納まった。路線設備・
車両・機関車にアメリカ・システムが導入され
ている。アメリカ・システム貫徹は現在ドイツ
唯一の例であり，後年他システムとの比較に貴
重な指標となるであろう。駅舎等の設備状況は
技師Zimpel氏が有能な技術者であることを示し
ている。理事会は自らの状態をよく把握してお
り，大半の企業が初期において闘わなければな
らない困難や多様な欠点はあったものの，営業
は賞賛に価する活動を保っている。営業開始か
ら日が浅く，運賃設定などが妥当かどうかはな
お不明である。また，業務規定が煩雑で広範囲
に及びすぎるであろう。業務規定は明確で短い
ものであるべきで，それぞれの業務施設に即し
たものでなければならない（79）。
ブレスラウ・オーバーシュレージェン鉄道
　路線設備の指揮はベルリン・アンハルト鉄道
でも指揮した有能な技術者Rosenbaum技師にゆ
だねられている。軽量レールを使用したことは
最近の路線に多くみられる失敗であろう。開通
直後であり，営業状況の判定は時期尚早（79）。

　以上からは総じて，次のような当時の認識が
うかがえるであろう。ドイツ語圏の鉄道企業は

「経験」不足により当初は困難や失敗を避けが
たかったし，より後発の企業も同様であった。
路線伸張による遠距離との連絡が経営改善ない
し発展の不可欠要素である。有能な経営者なら
びに技術者の存在が重視される。多様な路線シ
ステムの優劣はなお明確ではない。各鉄道の経
営・営業のスタイルも多様であり，それぞれに
固有の問題がある。

　こうした初期鉄道企業の抱える多様な問題を
整理し，鉄道経営の一般的な指標を得ようとす
る動きは既にみられた。「一般新聞」記事から
転載された「ドイツの鉄道システム」（約6000
語， 2 回連載）（“Das deutsche Eisenbahnsystem”

（1844））では，鉄道経営への国家の参画が公益
の観点から強く主張されたが，その背景には「株
式会社にとっては，すべての事業が収益性を魂
Seeleとしている」（242）という認識があった。
　L. Henochによる「営業にさいして鉄道に
生じる若干の数値的関係について」（Henoch

（1843））はベルリン鉄道業協会における講演記
録であるが，そこでは「旅客・物品の諸輸送費
用の関係」「支出と費用の比率」「鉄道交通にお
いて生じる二，三の数値的関係」「急勾配のある
路線の営業コスト」の 4 点に関して，数値によ
る一般的な指標により鉄道経営の諸側面を把握
する説明が行われた。このうち，企業収益に最
も直接関わる「支出と費用の比率（関係）」に
おいては，次のように述べられた。

　ドイツにおける鉄道開通直後から，その収益
性に関するあらゆる計算において妥当な論点と
認められるようになったのは，「収入の50‒60
％が費用として差し引かれなければならない」

（100）というものであった。しかし営業規模で
似通った鉄道間でも，この収入－費用比率が妥
当しないことは多い。運賃設定が収入額に大き
く影響するからである。より確実な収益性の判
断の根拠は，マイルあたりの費用であろう。マ
イルあたり費用の差はおおむね燃料価格による
ものである。この他，一日の稼動車両数（営業
距離に掛けられる），利子支払い額なども考慮
に入れられる必要がある（101）。

　こうした議論からは，経験則を離れ，営業の
効率性に踏み込むことが既に求められてきたと
いえよう。こうした傾向は翌44年のEZ記事に
もみられる。
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　Reden著の書評の形でプロイセンの諸鉄道の
営業を比較した記事（K.（Klein）， 1844）では，
（表 1）（表 2）のように営業状態を示す（比較
する）指標が提示された。これらによると，「企
業の収益がそれにより決められる」であろう「粗
収入と建設資本の比率」は，プロイセンの 8 鉄
道総計で9.4％であり，マイルあたり収益性が
最も高いベルリン・ポツダム鉄道よりもマグデ
ブルク・ライプツィヒ鉄道，ベルリン・アンハ

ルト鉄道がこの「粗収入―建設資本」比は高
い（386）。また支出（出費）は建設資本との比
率で4.3％であり，したがって純利益は5.1％と
なり，非常によい数値である（402）。支出の内
訳は（ベルリン・シュテティン鉄道を除く 7 路
線総計・平均で）23.9％が路線維持費，66.9％
が輸送費，9.2％が管理費とされた（386）。さ
らに営業費用全体の多くを占める燃料費に着目
し，燃料使用量の差は鉄道管理者の制御できな

表 1　1840年代半ばにおけるプロイセン諸鉄道の収入
（金額単位：Pr.ターラー）

鉄道名 路線距離
（マイル） 総収入額 1 営業マイル

収入額
総収入／

建設費（％） 観察対象期間

ベルリン・シュテティン 15.2 306225 20146.38 9.75 43年 3 月－44年 4 月
ベルリン・フランクフルト 10.75 293210 27275.35 11 44年 1 －12月
オーヴァーシュレージェン 11.6 188480 16248.28 9.75 42年 5 月－43年12月
ベルリン・アンハルト 20.25 694603 34301.38 14.4 43年 1 月－12月
ベルリン・ポツダム 3.5 179075 51164.29 12.8 同上
マグデブルク・ライプツィヒ 15.75 669540 42510.48 14.75 同上
エルバーフェルト・デュッセルドルフ 3.52 153054 43481.25 6.1 同上
ライン 11.6 326202 28120.86 3.5 同上

8 鉄道　計　　 92.17 2810389 30491.36 9.4

出所：K.（Klein）（1844），in: Eizenbahnzeitung  2（1844）‒40（8. Dec.），385

表 2　1843 年におけるプロイセン諸鉄道の支出
（金額単位：Pr.ターラー）

鉄道名 路線距離
（マイル） 保線

費用
（％）

営業支出
輸送
費用

（％）

一般
費用

（％）

総支
出額

1 営業
マイル
支出額

観察対象期間

ベルリン・シュテティン 12.6 － － － 98588 － 　 43年 8 月－44年 4 月
ベルリン・フランクフルト 13.06 20.7 67.8 11.5 146926 11250.08 42年10月－43年12月
オーヴァーシュレージェン 11.6 21.0 64.7 14.3 107169 9238.71 42年 5 月－43年12月
ベルリン・アンハルト 20.1 24.2 67.4 8.4 302658 15057.61 43年 1 月－12月
ベルリン・ポツダム 3.5 20.1 70.1 9.8 75123 21463.71 同上
マグデブルク・ライプツィヒ 15.75 25.1 66.9 8.0 293563 18638.92 同上
エルバーフェルト・デュッセルドルフ 3.52 26.2 67.0 6.8 85451 24275.85 同上
ライン 11.6 26.3 64.9 8.8 162266 13988.45 同上

7 鉄道　計　　 79.13 23.9 66.9 9.2 1173156 14825.68

出所：K.（Klein）（1844），in: Eizenbahnzeitung 2（1844）‒40（8. Dec.），385
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い外的要因（路線勾配，車両の大きさ，機関車
の構造）にのみ起因するのではなく，これらが
等しい場合にも50％もの使用量差が出ているこ
とから，営業管理に左右されるところが実は大
であるとした。「燃料コストは年々徐々に減っ
ていくのが経験されている」からである（401‒
402）。結論としてこの記事では，こうした有意
義な営業状況の比較のために，各地鉄道の営業
成績提示のシステムが統一されるべきだと期待
を述べている（402）。
　45年の「鉄道の収益性」（K. （Klein），1845））
は前年までの記事の関心を引き継いだものであ
る（約 1 万字， 3 回連載）。1841年以降，ドイ
ツ語圏の鉄道業の業績は改善されてきたが，こ
の背景にはかつて小国（バーデン，ブラウン
シュヴァイク）のみであった政府による鉄道建
設への積極介入があるは路線建設を含めて普及
し，最大数の私鉄を持つプロイセン王国におい
ても利子保証がおこなわれている。ドイツにお
いて何らかの形で政府介入が行なわれない国

（邦）はなくなるであろう。こうして鉄道網が
新たに形成されていくことで，鉄道の収益性は
さらに改善されており，かつての投機とは異な
る株価の上昇が生じている（221‒ 2 ）。こうし
た状況把握のもとで，この記事では次の 3 点が
数値によって主張される。①ドイツの鉄道は外
国の鉄道と同様，既に非常に高い収益をあげて
いる，②この収益性は持続・上昇傾向にある，
③政府による路線建設は国民経済的かつ国家的
利益のみならず融資上の観点からも必要である

（222）。このうち③はヴュルテンベルク国鉄の
収支状況が良好であることを説明するものであ
る。①ではドイツ語圏の12路線について実質利
益が建設費用の 5 ％を越えており，これはベル
ギー，フランス，英国のそれと同水準の収益性
の高さだとしている。②1842年から44年にかけ
てのドイツ語圏の10路線について粗利の上昇が
平均で10％に及んでいるが，これは技術面と商
業面の改善によるものであり，営業の簡素化と

低廉化によって一層進められるものだとしてい
る。
　この記事では全体として鉄道企業の収益性の
高さが強調されているが，そのなかで国家介入
が望まれているのは，40年代前半の鉄道企業に
とっては初期費用の最大のものである全般的な
路線建設が大きな負担であるという当時の共通
認識からであることに注目したい。
〈小括〉
　これらの記事における主張を概して，初期鉄
道にとっては路線建設費用が企業の出発点で大
きな意味をもっていたことを，まず指摘すべき
であろう。国家・政府による介入は，運行や営
業に対する補助や官僚制的組織モデルや規律の
注入を求めるのではなく，路線建設のコストと
リスクを公共の利益の観点から国家に負担させ
ようというものであった。その後の営業費用に
おいて比重の高い燃料費を左右するのも路線や
設備のシステムであり，建設時のシステムの選
択が費用額に大きな影響を及ぼした。これには
対立する二つの立場があったが，より廉価（か
つ，おそらくはより柔軟）なアメリカ・システ
ムの導入を是とする観点からは，重量レールの
使用を伴う英国システムの導入（とそれへの固
執）は，ときに「技術者の専制」として問題視
すらされた。鉄道技術者が初期経営において占
める比重の大きさは確かであった。
　これを裏打ちできる史料として，ベルリン・
ポツダム・マグデブルク鉄道理事会が，1849年
8 月18日，技術者＝建設マイスター兼路線エン
ジニアBaumeister und Bahn-Ingenieurである Carl 
Schluze に建設用地収用に関して全権を委任し
た例をあげられる。

　「ベルリン・ポツダム・マグデブルク鉄道会
社理事会の身分により我々はここにブランデン
ブルクの建設マイスター兼路線エンジニアCarl 
Schluze氏に以下の資格を与え全権を委任する
ものとする。上記鉄道会社のために，土地を購
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入すること。これを譲渡せしめること。購入の
条件を確定すること。それに関連する取り決め
を結び，実行すること。交換により土地取得の
場合，その条件を定め，取り決めを結び，その
土地を授受すること。購入もしくは交換により
生じた土地収用に関する抵当登記簿への記帳と
清算を認可，申請すること。これに関連する
説明を公表すること。上で規定された目的を
省みるに望ましく有用と認められること全て
一般におこなうこと。」（Directorium der Berlin-
Potsdam-Magdeburger Eisenbahn-Gesellschaft

（1849），N.page）

　建設費用の多くを占める土地収用に関わる全
ての手続きを一任するとしたもので，鉄道建設
における技師の強く幅広い権限が明らかである
といえる。
　一方で，経営のあり方が収益性を左右するこ
とも自明のこととされた。同時代人にはそれは，
有能な著名経営者個人にまずシンボライズされ
たが，数年間の経験の蓄積が企業経営の改善（具
体的にはそれにともなう燃料費の節約など，「技
術面と商業面の改善」）につながることも異論
無く受け入れられていたといえる。「営業の簡
素化・低廉化」を経営の効率化と読み替えるこ
とができるであろう。
　この点で，我々は経営組織のあり方や，その
効率性に着目しなければならない。次節はその
ためにある。

Ⅱ　1850 年代初頭における鉄道経営体のモデル

　ここまでは1840年代における鉄道経営をとり
まく環境の変化と，企業経営が収益性の確保の
ためにどのような問題に直面したかを概観し
た。それらに鉄道企業は組織構成面ではどのよ
うに対応したであろうか。A. D. Chandler以来，

「近代企業の祖としての鉄道業」という理解が
あり，この定式化がドイツ語圏にも妥当するか

についてKockaの問題提起があった。40年代の
ありうべき変化のなかで鉄道企業が組織体とし
て適応を遂げたかどうか（あるいは，どのよう
に遂げたのか）の確認は，これらの議論に応え
るものである。
　そこで本稿では1851年マグデブルクで交
換されたJ. Frank著『実践的鉄道職員；監査
役，理事および鉄道職員ならびにそうなろう
とする者あるいは最も確かな鉄道施設を任
せられんと見込む者のためのハンドブック』

（J. Frank, Der Praktische Eisenbahnbeamte: 
Ein Handbuch für Verwaltungsräthe, Direktoren 
und Eisenbahnbeamte, sowie für solche, die es 
werden wollen, oder sich mit den bewährtesten 
Einrichtungen der Eisenbahnen vertraut zu machen 
beabsichtigen, Magdeburg，1851 （以下　Frank

（1851）））を利用し，そこから鉄道経営組織の
一般的見取り図をたてたい。同書はマクデ
ブルク・ヴィッテンベルク鉄道（Magdeburg-
Wittenbergesche Eisenbahngesellschaft；MWE）
の営業監督Betriebs-InspektorであるJ. Frankに
よって著された。全368（ⅷ＋348＋12）ペー
ジ，大きく12章に分かれている。〈表 3〉分量
的にはおよそ 5 分の 4 が鉄道運行の現場におけ
る実態について，作業表のモデル書式を示しつ
つ説明したものである。そのうち，「監査役（管
理評議員）Verwaltungsrath」にはじまり事務所
Bureauに至る，本社組織の機能原理やその比較
的詳細な運営実態に直接言及しているのは40
ページ弱である。
　｢前書き　Vorwort｣によれば「生命と健康，
資産財産を託す機関の組織Organismusについて
より詳しく知りたいと願う」多数の人々や，機
械的な実習に飽き足らず，経営の全部門につい
て明快な通観を得たいと要望する職員の要請に
答え，簡単かつ門外漢に理解できるように鉄
道経営の全部門を扱うものとして企図された

（Frank（1851）ⅴ‒ⅵ）が，事例の多くがMWE
からとられているように，著者自身の営業経験
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表 3
J. Frank 著『実践的鉄道職員』（1851 年）目次項目（一部略）

Ⅰ　鉄道の設立。定款，権利義務。監査役と理事会。営業施設の必要知識
1 ）鉄道の設立，定款，権利義務
2 ）監査役
3 ）理事

Ⅱ　営業組織の一般的な主要原理
序
1 ）上級職員ならびに部局長の採用と服務規程に関する主要原理
2 ）事務員の施設に関する主要原理
3 ）駅業務に関する主要原理
4 ）運行業務に関する主要原理
5 ）貨物・物品および人員輸送に関する主要原理
6 ）路線業務に関する主要原理
7 ）機械ならびに車両工場に関する主要原理
8 ）電信に関する主要原理　（略）
9 ）その他業務に関する主要原理　a）資材倉庫　b）コークス燃料
10）予算設定，人件費，帳簿プランに関する主要原理
11）用紙，乗車券，規程に関する主要原理
12）業務用具，衣類の作成に関する主要原理
13）保険業務・保険率に関する主要原理

Ⅲ　事務員の施設に関する詳細
　（略）
Ⅳ　駅業務
　（略）
Ⅴ　運行業務
　（略）
Ⅵ　人員輸送
　（略）
Ⅶ　貨物・物品・速達ならびに家畜輸送
　（略）
Ⅷ　路線業務
　（略）
Ⅸ　様々な業務部門
　（略）
Ⅹ　機械と車両修繕施設
　（略）
Ⅺ　職員のための一般的規定
a）一般的規定
b）プロイセンにおける鉄道設備損壊に関する1840年11月30日法令
Ⅻ　 営業の安全に関する最重要の政治的その他の規定。経験上最上の経営資金の設立。個々の建設作

業の見積もり，など。

出所；Frank（1851), v－vii
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を踏まえつつ，40年代におけるドイツ語圏（と
りわけプロイセン王国）の鉄道業運営の一般像
が集約されていると考えられる。
　本稿では特に理事会Direktoriumを中心に，鉄
道企業のガバナンスからトップならびにミドル
の一部のマネジメントに関する組織構成を観察
対象とする。「本社管理部門，部局，駅の管理
部門の間の管轄の境界」という解明すべき問題
の糸口を見出すためである。
〈鉄道企業経営の構成要素〉
　Frank（1851）が想定する鉄道企業は株式会
社であり，統治は株主総会・監査役会（管理
評議員）Verwaktungsrath－取締役会（理事会）
Direkorium（Direktion）という構成による。こ
れは1843年プロイセン株式会社法を基準として
いると考えられる。
　第Ⅰ部第「 1 ．」章「鉄道の設立，定款，権
利義務」では，このガバナンスの構成要素につ
いて説明する。
　総会と定款の役割・管理機関の選出について，
以下のように述べられる。
　英米の経験に触発されニュルンベルク・フュ
ルト間の鉄道が開設されて以来30年代半ば以降
には鉄道投機が起きた。そこではしばしば鉄道
経営の原理への無理解・必要な知識の欠如が横
行し，「路線建設においては回り道や余計な費
用が発生し，路線も非実用的に敷設されたため
競合路線の成立を避けられない」という「見通
しの不足による」失敗から，鉄道企業全体の破
綻という事態もありえた。これを避けるために，
建設から営業にいたるまでの長期間上級経営者
の監督を確実にし，細部にわたる責任を明確に
する（その責任を細部にまで帰する）べく，定
款が定められなければならなかった。これら定
款の諸条項の改変は（経験不足によって株主決
定の実行が不可能になるか，または私企業に対
する制限の不足によって管理機関（委員会）メ
ンバーの私的利益のために必要な経営的措置が
不可能になるため）国家政府によるのではなく，

株主総会General-Versammlungenがこれを行うし
かない。株主総会は年 1 ‒ 2 回開かれるにすぎ
ず，増資など一般的な重要事項の処理以外に
は，さまざまな経営事項を討議する場所として
は（さほど重要でない事項について株主の発言
が認められているため）機能できないので，多
数決によって管理機関（委員会）Controllende 
Behörde（Ausschluss）を選出し，これに経営を
委ねることが必要である。総会の主たる努力は
ここにこそ傾注されるべきであろう。この管理
機関が執行管理機関（＝理事会）メンバーを選
出することもあれば，株主総会自らがその選出
にもあたることもある（ 1 ‒ 3 ）。
　「 2 ．監査役（管理評議員）」では，その選出
基準，任期と任務内容について概説する。
・ 監査役の選出：いかなる職業の人物から選

出されるべきか。「鉄道経営は本質的にカォ
フマン的（これを「ビジネスマン」的すな
わち経済合理的といいかえることができ
るだろう－引用者）な原理kaufumännische

（n） Principienによらなければならない」が，
「委員会に騒々しい商人（ビジネスマン）

Kaufleuteが集まる」のは，「一面的な利益だ
けが代表されてしまうので」，如何なものか。
これに加えて，それぞれ数名の官吏，法律家，
産業自営者industrielle Landwirtheが（できる
だけ独立に）選出されるべきである。監査役
会メンバーの多数は理事会Direktion所在地に
居住すべきである。路線が敷設される地域の
居住者も選ばれることが望ましい。これは路
線部各都市，村の利益が代表されるからであ
る。

• 監査役の数：路線規模に応じて，代表を含め
て12‒24名。（なお本書においては長距離路線
とは，路線長20マイル以上（約150キロ）の
鉄道を指す。）

・ 任期： 2 年任期で，年ごとに委員会の半数が
交代するものとする。交代の必要性。

・ 主要任務：a　理事会の選出（総会が選出し
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ない場合），ｂ　理事会（経営管理）の監督，
c　予算の確定と審査，ｄ　理事会の推薦に
より，上級職員の雇用，e　出納状況の検査，
f　会計検査（HauptkasseからのRevisionの検
査），g　総会の招集と司会

　このうち「ｂ」が最も重要な任務であるとさ
れており，それに応じて取締役会の組織構成も
定められるとしている。大半の鉄道においては，
2 ‒ 3 ヶ月に 1 回の割合で取締役会が開かれ，
理事会の案が審議されている。しかしFrank

（1851）の認識によれば，この任務は十分に全
うされていない。委員会は理事会と職員に関す
る全てを検査する権限を持つに留まらず，それ
を実行すべきである。あらかじめ見出された誤
りを指摘し，その是正に言及するべきである。
委員会は（このため）いくつかの専門委員会を
内部に作るべきであろう。たとえば物品・小包・
旅客輸送の管理に関する「第 1 委員会」，会計
に関する監督の「第 2 委員会」，資材調達，機械・
車両工場の管理に関する「第 3 委員会」，……
などである。これらは変更をともなう干渉を及
ぼす権限をもたないが，担当職員は報告の義務
を負うものとする。理事会以下の活動に疑義が
ある場合は最低 4 週間に 1 回開かれるべき委員
会総会にはかられるべきである。理事会の上程
する運賃案の決定権が，委員会にある。だが，
鉄道会社の管理が鈍重かつ公衆の期待に著しく
背くものでなければ，ここで理事会の権限を狭
めるべきではない。通常運賃からの離脱は場合
によりありうるが，その改変自体は委員会に伝
えられるべきである（ 3 ‒ 6 ）。これを＜監査役
会の役割限定＞とすることができよう。
　「 3 ．理事会」で説明される“原理”すなわ
ち理事会（取締役会）の一般像は以下のとおり
である。
理事会の重要性：監査役会もしくは株主総会に
よって行われる理事会の選出は，慎重かつ入念
に行われるべきである。とりわけこの機関の献
身と専門知識に鉄道経営の状況は依存するから

である。高い営業収入があがっているのは，多
くの鉄道で理事会の分別ある命令によるもので
ある。
理事長の選出：大きな路線においてすら，まま
鉄道の知識を根本的に欠く，非専任の理事長
Vorsitzendeを選出するという誤りが犯されてい
る。理事長は同時に営業の責任者Chefでなけれ
ばならず，全状況を掌握していなければならな
いのである。中小の鉄道では，理事長は技術者
であり，営業ディレクトゥアと上級技師の機能
がそこに統一されていることが望ましい。そう
した知識を持ち，実際的に運用できる人材は不
足しており，その確保には多額の俸給を必要と
するからである。
理事会メンバー：理事長以外のメンバーはでき
るだけ少ないほうがよい。意思統一がそれだけ
容易になるからである。中小の鉄道では，3 人，
大鉄道では 5 人。 1 人はカォフマン（ビジネス
マン）， 1 人は法律家という構成がよい。後者
は副理事長を務め，俸給を受け取って会社業務
に専念できなければならない。前者は大なり小
なり「義務的な」仕事（日常業務か－引用者）
にあたることになるが，こうした労苦を伴う遂
行を無給で求めることは会社の利益にならな
い。任務遂行には長時間を要するので，相応の
金銭的対価が必要である。
理事の任期：短期間では業務内容を把握できな
いので，任期 3 ‒ 5 年が必要である。また一時
に全員の交代は認められず，年 1 人程度の交代
に留めるべきである。
理事会の任務：理事会は業務の細部を管理する
ものではない。しかし，営業のトップ管理の掌
握を決してやめてはいけない。つまり上級職員
以下の職員の活動を審議し，決定し，指令し，
監督する。よしんば労務者Arbeiterの雇用が職
員に任されていたとしても，正規職員の任用解
雇は理事会が直接決めなければならない。この
場合，上級職員が理事の指示に沿うことは経営
管理上の利益であるし，適格の上級職員がそう
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しないことはいかなる場合もありえない。
理事を補佐する職員：長距離路線において理事
長の業務が重荷となり，適切な監督ができない
場合，営業（要するにカォフマン的業務遂行）
の特殊な事柄たとえば書類作成業務などは，営
業において万全の信頼のおける，特別の場合に
は代理のできうる人物が助手Assistantとして付
けられることが望ましい。理事長が技術者で
はない場合，特別上級技師ein besonderer Ober-
Ingenieurが任用されねばならない。この場合，
その上級技師は理事会Directorial-Conferenzに助
言のために出席する（ 6 ‒ 8 ）。
　以上から①理事会が経営の主任機関であるこ
と②ある程度専門的知識を持ち，フルタイム勤
務の経営者であること③人事権の掌握：職員に
ついては完全に理事会が掌握（一方で下位労働
者の人事は現場責任者に委任），などがわかる
が，注目されるのは，ここで④企業規模の増大
に応じて「理事を補佐する」Assistantあるいは
上級技師という形で，原始的なスタッフ組織が
想定されていることである。
〈営業組織と各種職員〉
　第Ⅱ部「営業組織の一般的な主要原理」では，
総説として鉄道経営の主眼は「できうる限りよ
り多くの対象の輸送」ならびに「輸送に際して
確実性，快適性，迅速性，競争的な価格を実現
すること」にあるとした上で，営業は組織に
とっての最善のみならず地域の要望をも実現し
なければならないとする。「大きな産業企業と
して」鉄道は，有能な業者が大きな経営体を設
立する原理で組織・運営される。つまり鉄道は
カォフマン的（ビジネスマン的＝経済合理的？
―引用者）原理で運営される。したがって「鈍
重な運営」は排されなければならない。業務は
迅速に，理事会は少なくとも週 3 回， 1 時間程
度開かれるべきだとする。以下は理事会の直接
監督対象である上級職員の雇用と業務規定の概
説である（ 9 ‒10）。
　各種上級職員の任用について，理事会にとっ

てとりわけ危険なのは，（被）雇用者の実際の
有用性よりも高位の人物からの推薦を重視する
ことであり，無能な取り巻きや縁故者を地位に
就けることである。上級職員の「無能と不誠実」
は株式会社の破滅の原因となる。委員会（管理
評議会）はしたがって，上級職員人事に関して
は定款上認可の権限を持つべきであるし，もし
それを望まないにしても，絶えず監督と介入を
行なうことができる（11）。これを〈実力主義
の登用原則〉とすることができる。
　上級職員に対する業務規定は最初から完全な
ものとして与えられるべきではなく，一般的に
その活動を決めたものでよい。現実に起きる事
態は複雑多岐であり，その処理はしばしば個々
の裁量に任せられるからである。それ以外の下
級職員に対しては，業務規定において活動の要
綱が定められるが，とりわけそれぞれの部署に
おける指示命令によって，絶えず作業の最も細
部に渡って教え込まれるのでなければならない

（11）。これを〈上級職員の裁量大・現場主義〉
とできよう。
　上級職員としては次のポストが想定され，そ
れぞれの業務は以下のとおりであるとされた

（以下注記がないかぎり，10‒13）。
　上級技師　Ober-Ingenieur：理事会のトップ
が技術者でない場合，任命されるべきである。
駅・建物・設備の保全，適正な節約の全般的看視，
職員の管理をおこなう。路線職員採用に関する
検査を行い，無能で職務不熱心の路線夫Wärter
や保線係Bahnmeisterの解雇を断行しなければ
ならない。技術方面のあらゆる事項について理
事会に助言し，それに関連する作業をとりおこ
なうことができる。電信の責任者を兼任するこ
とが望ましい。
　区間技師　Abtheilung-Ingenieur：各区間につ
いての上長Vorsteher。路線区間の保持・安全に
努めるが，その区間においては理事会の代理
人bestäntige Commissarienを勤め，営業を看視
überwachenする（ただし緊急時や自らに特別の
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任務を課せられたとき以外には，努めて介入す
ることはしない）。通常は不規則事態発生の報
告を理事会もしくは営業担当職員に報告するの
が，営業における役割である。おおむね路線 6
‒10マイルに 1 人の区間技師が置かれ，その下
に 1 ‒1.5マイルに 1 人の保線区長Bahnmeister，
1 マイルごとに 8 人の路線夫Wärterがおかれ
る。
　機械マイスター　Maschinenmeister：機械・
車両設備の施設の上長。長距離路線では機械設
備の施設と車両設備の施設は分離され，それぞ
れの上長が置かれるべきである。運転士・機関
士Führer，徒弟，工場労務者を監督。高費用の
資材が任されるので，任用は慎重になされるべ
きである。機械方面の高度な教育を受けている
のみならず，絶えず新技術導入に積極的な進取
の気風に富むことが必要。
　営業ディレクトゥア（理事）助手（営業監督 
Betriebs-Inspektor）：このポストはとりわけカォ
フマン的管理の知識が必要である，20マイル以
上の長距離路線での主要な任務は，理事会の業
務補助，運行・駅業務の特別の監督，さらにこ
れに関する発送の業務である。それ以下の中小
路線においては，運行と駅業務に加えて全ての
貨物旅客輸送業務を把握しなければならない。
管理Administrationの全分野に通じていなけれ
ばならない。
　主金庫・会計主任Haupt-Rendant：正確，信頼，
厳格な誠実，カォフマン的な知識を要求される
が，純粋にビジネスマン的でもなく純粋に統治
的でもない業務である。
　商品輸送主任（上級貨物監督）：長距離路線
において置かれる。商業的知識が必要。
　本部事務所Haupt Bureauの諸事務所長：長距
離路線において置かれる。文書処理を担当。事
務所を多くの職員で充たすことは不要の文書を
増やし，官僚主義的形式を定着させ，営業を停
滞させる。しかし逆に事務職員が少なすぎるの
も問題である。細々とした無駄な文書製造を避

け，全社について書類業務を簡素化し，毎日 8
時間の労務時間で書類業務を済ませてしまうく
らいの多さの事務職員を雇うのである。管理事
務所はそのさい，①主金庫：会計主任Rendant
が監督　②検査Controlle：検査係Controlleurが
監督し，駅・路線における運行・輸送に関す
る通常業務を管理　③記録所・発送係・官房
Kanzlei事務所に分けられることが望ましい（13
‒14）。（また，これらを営業事務所Geschäfts‒
Bureau，検査事務所Controlle‒Bureau，会計事
務所Kasse-Bureauとも区分し，それぞれに一人
の事務長Vorsteherを置くとしている。47）。技
術者が別個にこうした事務所を持たないよう
に，技術的業務と管理Administration業務はこ
こで混ぜられる（集中される）べきである。ま
た文書係Registraturや事務所Kanzleiにおける職
員は，営業事務所長に協調するのではなく，従
属するものである（48）。また，この営業事務
所長は，多数の優れた発送係Expedientから選
ばれる（48）。
　なおこうしたポストの設置に関しては，鉄道
企業の初期予算においても（営業開始の事前に
は何が起きるかは不確実であるため，細々とし
た項目設定が不可能な他の予算項目と異なり，）
ある程度確定されうるものとされている（36）。
これを逆に言えば，企業の戦略として組織構造
を設計することは可能であり，必要であると考
えられていたことになるのではないだろうか。
〈小括；経営組織の仮説的なモデル〉
　さて上のように原理を示された各ポストは，
鉄道企業において組織的にどのように配置され
るべきだと考えられたであろうか。Frank（1851）
の記述からだけでは，完全に整合的な像を描く
ことは実は非常に困難である。しかしドイツ語
圏鉄道全体としては40年代10年間の鉄道企業経
営の経験により，当時の運営上の必要や戦略に
応じた一つのモデル－範型－が示されていると
考えることができるであろう。
　まずFrank（1851）では，経営規模の拡大に
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応じて組織形態（特定ポストの業務内容・範囲）
に差異が生じるべきことが認識されていること
が，現在の視点からは当然とはいえ，注目され
る。つまり20マイル以上の長距離路線や輸送が
特に活発な場合，上級貨物主任職や本部諸事務
所が膨大な規模の事務処理のために設置され，
営業監督，機械マイスターの機能もより専門的
となる。また，工学技術者（上級技師）の技術
的知識への依存は依然として大だが，ビジネス
マン的であると同時に管理Administration的な
鉄道特有の経営技術の専門化も進められる。ま
たこうした経営管理技術は，ある程度OJT的に
形成されたらしいことも示唆される（上記，営
業事務所長の発送係からの選抜に関する48）。
　なお，本部営業事務所内などで明確な垂直的
指揮系統―ライン―が強調されることからは，
当時一般になお小規模経営ではラインの感覚が
乏しかったことが逆に類推される。長距離路線
ではこの指揮系統の徹底も必要とされたはずだ
が，Frank（1851）の像自体が，スタッフに指
揮監督権を部分的に認めているように読める。

ただし一方でFrank（1851）では，駅単位にい
たるまで「一人の手にあるべき」と指揮監督の
集中が説かれている（14）。
　経営組織の構成ポストに関しては，なお不
分明な点を考慮すれば，次のような組織図を
描くことができるのではないか。ここでは 3
パターンを示したが，おそらくはこれらのど
れかにマイナーな変改を加えたものが，Frank

（1851）の想定した組織図と重なるに違いない。
（Chandler（1971）によれば，1870年代の事業
部制的な米国大鉄道においても各管区の職員は
本部の同種職員に意見を求めていたので，この
図表には本来点線などでそうした指揮系統を別
個に描けるはずである。）
　これらの仮説的組織図に共通する特徴は次の
ようなものである。
①理事会の中での機能分化や，フルタイムの有
給管理者としての理事会メンバーが想定されて
いる。
②理事会・理事長を補佐する専門的技能を持っ
た職員の存在が必要とされている。

図；Frank（1851）による「長距離鉄道」の組織概略図（ 1）
営業監督が指揮命令系統を統括する場合
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③中央（本社）に集権的な階層構造を基本と
するが，路線区間を経営単位とする組織構成
が部分的にみられる（区間技師を「各区間の
Vorsteher」とし，理事会代理人として特定事項
については営業Betriebへの直接介入を認める看
視の任に当たらせる）。
　これらは比較的単純な階層構造をとりつつ，
スタッフや複数事業単位への志向をもつ，近代
企業組織の萌芽的形態であるといえよう。すな
わち，これで見る限り，規模の拡大に応じて

（Chandler（1971）がアメリカのケースで描い
たのと同様の）組織形態の変化が起きるべきで
あると，ドイツ語圏の比較的初期の専門家・当
事者は認識していたといえる。
　しかし現実には，当時の鉄道企業の組織形態
は，このようなモデル（範型）との間に距離を
生じさせていた。現にFrankが営業監督Betriebs‒
Inspektorを勤めるマグデブルク・ヴィッテンベ
ルク鉄道においては，定款（1847年）第70条
により理事会が選出する上級職員は「上級技
師」「第一管理職員（代表）」「会計主任」「法律

顧問」と定められていた（Statut der Magdeburg
＝Wittenbergeschen Eisenbahngesellschaft,  102）。
これはプロイセン王国の鉄道企業が通常取って
いた，当局への会計報告の必要に応じて構成さ
れた「路線管理」「運輸管理」「一般管理」の 3
部構造の単純な階層組織を踏襲したものであっ
た。
　一般に40年代の鉄道企業組織の概略図とし
て，Then（1993）により，ライプツィヒ・ドレ
スデン鉄道（LDE）と，ベルリン・ハンブルク
鉄道（BHE）のそれらが代表的なものとして提
示されている（521）。既に述べたように，同時
代的にも「経営の見本」と評価されたLDEにお
いては，複数事業単位とライン・スタッフ組織
への試みが明らかに見られるのに対して，BHE
においては路線規模において差がない（単純に
延伸距離ではBHEがより大）にもかかわらず，
上記のように比較的単純な階層組織がとられ
た。Frank（1851）の範型では，長距離路線に
おいて付加されるべきだとした本部事務所の 3
機能は，プロイセン王国BHEにおける「一般管
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図；Frank（1851）による「長距離鉄道」の組織概略図（ 2）
上級技師の指揮命令系統を強調する場合
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理」機能に全く対応したものであった。Frank
（1851）巻末にプロイセン鉄道法やプロイセン
株式会社法が付録とされているように，プロイ
セン王国における鉄道経営を前提としたもので
あったといえよう。しかし同時に，地理的に区
分された営業単位への志向やスタッフ的である
と考えられる上級職員の配置からは，当時の長
距離路線の代表としてのLDEの組織構成をも意
識していたと考えられる。要するにFrank（1851）
の組織イメージは，BHE，MWEなどプロイセ
ン王国鉄道の制度的に規定された組織と，LDE
の「企業家的ダイナミズム」（Kocka）の成果
である組織との中間を，いわば運動していたの
ではないだろうか（モデルに見られた，ライン・
スタッフのある種の不分明は，この点に起因す
るという仮説が可能である。）。
　そしてこうしたプロイセンの組織形態は基本
的に70年代初頭まで持続したとされる（Then 
1993，534）ことが重要であるといえよう。個々
の路線の経営規模の拡大や，路線連結による
輸送増や，それにともなうはずの組織的必要

や戦略の変更が組織形態に目立った変更を与
えなかったと考えられる（Then 1993, 540。
Chandlerのテーゼとの比較は556の総論）。これ
はプロイセン王国の鉄道に関する限り，企業経
営における「経験」－これは同時代になにより
必要とされた－の蓄積による必要性の認識以上
に，社会における法制的要素が規定的な影響を
与えたといえるのではないか。

ま と め　

　ここでは「まとめ」として総説をこころみ，
次の作業への指針を得たい。

　上の観察からわかったことはまず，1840年代
には鉄道はなお新しい未知の技術体系であり，
その制御は困難であったことである。鉄道経営
という事業はなおルーティン化されていなかっ
たことは，それを受け入れる基盤が整っていた
のを確認したうえで，なお銘記されるべきであ
ろう。鉄道業の経営者が直面していた問題の根

図；Frank（1851）による「長距離鉄道」の組織概略図（ 3）
（本部事務所が各上級職員の指揮命令系統にある場合）
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幹であり，制約条件の最たるものであったから
である。
　そしてこれに対して，国家官僚制のノウハウ
やモデルが利用されたことを示す積極的な証拠
は，同時代言説をフォローする本稿の作業やそ
の延長線上には見つけられなかった。
　比較的大規模な組織における国家官僚制の浸
透は，むしろ陰画として見出すことができる。
Frank（1851）では，文書主義が「官僚主義的」
に緩慢な営業の危険性を持つとの認識があり，
鉄道経営を「ビジネスマン的原理」「ビジネス
マン的知識」による営業であるとして，官僚制
的管理Administrationとは接点を持ちつつ対立
的なものであると繰り返し強調している（たと
えば10）。これは，官僚制的あるいは官僚主義
的硬直が企業家的ダイナミズムを侵食する事態
が意識されていたからであろう。
　柔軟な技術選択や，必要に応じて可変的な経
営組織は，経営者＝取締役会が未知の事業の予
期しない問題を解決するためのありうべき手段
であった。だが，それらの手段は，必ずしも自
由に用いられたわけでもないようである。法的
規定，制度的規定が規制要因となったといえよ
う。
　また，「プロイセン国家技術官僚の主導によ
る早期の規格統一」は国家官僚制の影響の疑い
なくポジティブな側面と認識されてきた（た
と え ば Kocka（1987），275‒276（ 邦 訳　154‒
155））。だが，技術受容における社会的制約条
件としてあげた「官僚制による早期の規格統一」
は，領邦政府の規制のネガティブな影響と考え
ることもできる。鉄道経営のための知識は多く
の人びとに分散してドイツ語圏にたしかにあっ
たのだが，突出した技術者の知識のみが全体的
なシステムの設計を行ってしまう事態は「技師
の専制」として意識されていた。このことは，
鉄道業というマイクロの現場における，官僚制
度に基づくいわば設計主義の存在を意味する。
　ドイツにおける国家官僚制と経済との複雑な

絡み合いが，ここにも再認識される。
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What were the Management Problems of the Railroad Construction in the 
German-speaking Countries in the 1840s?

Ayumu Banzawa

　The purpose of this paper is to examine the management problems of the railroad construction 
in the German-speaking countries in the 1840s. A close look at the documents (mainly in Die 
Eisenbahnzeitung) on the railroad construction and management in the same age reveals that the 
earning rates of the early railroad companies depended on the initial cost of the construction and 
the companies were apt to delegate power to the railroad engineers on the construction scene. The 
railroad management was, therefore, influenced by the technical knowledge of the official architects 
in the Prussian Kingdom and their belief for strong and expensive rails. Although the early railroad 
companies sought for, as a handbook for railroad man of those days (J. Frank, Der Praktische 
Eisenbahnbeamte, 1851) indicated, an efficient and “modern” management structure with a sort of 
line and staff system, they were under many restrictions by the Prussian bureaucratic regulations. In 
this sense, the German bureaucratic system had a repressing effect on the development of business.   
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